
【資料３】 

自転車用ヘルメット着用促進に関するＣＭ制作・配信及び啓発イベント 

企画運営等業務委託 企画提案審査委員会設置要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、自転車用ヘルメット着用促進に関するＣＭ制作・ 配信及び啓発イベン

ト企画運営等業務・（下「本業業務 という。）の委託に関する企画提案審査委員会の組織及

び運営に関して必要な事項を定める。 

 

（設置） 

第２条 業業務に関する企画提案内容の審査及び委託候補者を選定するため、審査委員会

（下「本委員会 という。）を置く。 

 

（委員の構成） 

第３条 審査委員会は、次の者をもって構成する。 

 （１） 生活環境部参事 

 （２） 生活環境部県民生活課長 

 （３） 教育庁保健体育課長 

 （４） 警察業部交通部交通企画課長 

 （５） その他、県民生活課長が指名する者 

２ 審査委員会の委員長は生活環境部参事が務める。 

 

（会議） 

第４条 審査委員会は県民生活課長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 

３ 委員会の会議は非公開とする。 

４ 委員長が認める場合、委員から指名を受けた者が委員の代理として審査委員会に出席し、

審査することができる。 

 

（審査の実施方法） 

第５条 審査は、企画提案書による書類審査とプレゼンテーション審査により実施する。 

２ 審査は、別表の評価表（審査基準）に基づき、１～３については評価項目の内容につい

て５段階評価し、係数を乗じた評価点とし、４，５については評価項目それぞれについて

評価を行い、評価点を付ける。 

３ 審査は総合的に評価し、委員の協議により選出された第１位順位者を契約候補者とする。 

 

（その他） 

第６条 この要領に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別

に定める。 

２ 事務局は県民生活課に置く。 

 

附 則 

 この要領は、令和７年７月１４日から施行する。 


